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№７５ 平成２６年(２０１４年)１０月１７日発行ＲＩＫＫＡ

未来に向かって環境のトータルアドバイザー

RIKKA REPORT
静岡県富士市本市場 ：清水営業所立華株式会社 422 416-0906の１ 〒

TEL 0545-61-8402 FAX 0545-63-9654 URL http://www.rikka.co.jp E-mail info@rikka.co.jp

クロロホルムほか9物質が 特定化学物質障害、
予防規則 特化則 の第2類物質に指定され 特( ) 「

」 ･ 。別有機溶剤 として規制 管理されます

併せて エチルベンゼン等 1,2-ジクロロプロ、 、
「 」 。パン等も 特別有機溶剤 として規制されます

施行日 平成２６年１１月１日

局所排気装置の設置･届出･定期自主検査ならびに

作業環境測定についてのお問い合わせは下記担当者まで

対策エンジ課 尾崎克年、渡邊大輔(局排の設置･届出･検査)

作業環境課 中西正彦、青柳容子(作業環境測定)

営業部 望月久彰

TEL 0545-61-8402 FAX 0545-63-9654

特定化学物質

第１類物質

第３類物質

特定第２類物質

オーラミン等

管理第２類物質

エチルベンゼン等（塗装業務）

1,2-ジクロロプロパン等（洗浄・払拭業務）

           クロロホルム等（有機溶剤業務）

クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、
1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、
スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、
テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、
メチルイソブチルケトン

特別有機溶剤等
(旧エチルベンゼン等）第２類物質
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１．規制対象業務

クロロホルムほか９物質 及び クロロホルムほか９物質の含有物 を用い「 」 「 」(※)

て行う 室内における有機溶剤業務(有機溶剤中毒予防規則 第１条の６)が対象、

となります (但し 容器･梱包への表示 は 有機溶剤業務のみではなく すべて。 「 」 、 、、

の物が対象となります )。

(※)クロロホルムほか９物質とは、

①クロロホルム

②四塩化炭素

③1,4-ジオキサン

④1,2-ジクロロエタン

⑤ジクロロメタン

⑥スチレン

⑦1,1,2,2-テトラクロロエタン

⑧テトラクロロエチレン

⑨トリクロロエチレン

⑩メチルイソブチルケトン

２．規制対象濃度

特別有機溶剤は、有機則で規制されている有機溶剤と合わせて使用されてい

、 、る場合が多く その場合は特別有機溶剤の含有率及び有機溶剤の含有率により

。規制内容が異なります

、 、 。規制対象となる特別有機溶剤の含有物は下図Ａ１ Ａ２ Ｂの部分です
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３．特定化学物質と有機溶剤の判定

特別有機溶剤の単一成分が１％を超えるものは 特化則 が適用され 有機溶剤「 」 、

「 」 。の含有率が５％を超えるものは 有機則 が適用されます、

特別有機溶剤の単一成分が１％以下で かつ有機溶剤の含有率が５％以下のも、

のについて 特別有機溶剤と有機溶剤の合計含有率が５％を超えるものは 特化、 「

」 。則 が適用されます

４．特化則と有機則の適用例

ケー
ス

メチルイソブチルケ
トンの含有率（％）

トルエンの含有
率（％）

特別有機溶剤と
有機溶剤の合計
の含有率（％）

規制外物質の
含有率（％）

適用法令と濃度範囲

1 40 0 40 60 特化則適用(A2)

2 30 10 40 60 特化則適用(A2)
有機則適用

3 5 35 40 60 特化則適用(A2)
有機則適用

4 3 37 40 60 特化則適用(A2)
有機則適用

5 1 39 40 60 有機則適用

6 0.5 39.5 40 60 有機則適用

7 0 40 40 60 有機則適用

8 1 5 6 94 特化則適用(B)

9 0.5 4 4.5 95.5 適用なし

10 2 2 4 96 特化則適用(A1)

ケー
ス

メチルイソブチルケ
トンの含有率（％）

トルエンの含有
率（％）

特別有機溶剤と
有機溶剤の合計
の含有率（％）

規制外物質の
含有率（％）

適用法令と濃度範囲

1 40 0 40 60 特化則適用(A2)

2 30 10 40 60 特化則適用(A2)
有機則適用

3 5 35 40 60 特化則適用(A2)
有機則適用

4 3 37 40 60 特化則適用(A2)
有機則適用

5 1 39 40 60 有機則適用

6 0.5 39.5 40 60 有機則適用

7 0 40 40 60 有機則適用

8 1 5 6 94 特化則適用(B)

9 0.5 4 4.5 95.5 適用なし

10 2 2 4 96 特化則適用(A1)
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５．措置内容の変更点

平成２６年１１月１日より義務化

平成２７年１１月１日より義務化

●

●


